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ホームページは、

二次元コードから

アクセスできます。

令和8年4月1日から、水道料金の改定を行いました。

水道局では、皆様からいただいた水道料金を

より効果的に使うため、経費削減に取り組んでいます。

取り組みの一つが、毎月の検針・請求を2か月に1回に変更することです。

この変更により、検針員の人件費や請求書発行に係る経費を削減できます。

今後も、水道管の耐震化や老朽化した施設の更新を行い、

未来の世代へあびこの水道をつないでいきます。

2・3・4ページへ

検針・請求が

「2か月に1回」

に変わります

水道管

•2か月に1回になるのは、いつから？

•料金の計算方法は？

•注意事項は？

•検針日は変更になる？

水道メータ

検針中

2か月に1回の検針・請求と

なることについては二次元

コードから確認できます ▶



◯ お住まいの地域を偶数月と奇数月の地域に分け、原則として2か月に1回、検針・請求を行います。

◯ 検針を実施した月に、納付書払いの場合は20日頃に納付書を発送し、口座振替は27日（土日祝は翌営業日）に請求します。

◯ 井戸のみを使用している方は、地域に関わらず、奇数月に請求します。

（※）我孫子・柴崎は国道6号より北側が奇数月の地域、南側が偶数月の地域です。

偶数月の地域は令和8年10月の検針分から、

奇数月の地域は令和8年11月の検針分から、2か月分の請求になります。

令和8年（2026年） 7月 8月 9月 10月 11月 12月

偶数月の地域

（詳細地域は下記参照）
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主に、

西側の地域が奇数月、

東側の地域が偶数月

になります。

私は奇数月、偶数月

どちらになるの？

◯お住まいの地域をご確認ください。

地　区 住　所　地

偶数月
に検針・請求する

我孫子 我孫子（※）

天王台
柴崎台1丁目から5丁目、天王台6丁目、青山台1丁目から4丁目、青山、南青山、高野山新田、高野山、東我孫子1丁目・2丁目、

岡発戸、岡発戸新田、下ケ戸、柴崎（※）

湖北 湖北台1丁目から10丁目、都部、中峠台、都部新田、中峠、中峠村下、中里、中里新田、日秀、古戸

新木 新木、南新木1丁目から4丁目、新木野1丁目から4丁目

布佐
浅間前新田、相島新田、大作新田、江蔵地、布佐、布佐平和台1丁目から7丁目、布佐下新田、布佐1丁目、三河屋新田、

新々田、布佐酉町、都

取手市 一部地域

奇数月
に検針・請求する

我孫子

布施、久寺家、久寺家1丁目・2丁目、つくし野、つくし野1丁目から7丁目、根戸、台田1丁目から4丁目、船戸1丁目から3丁目、

白山1丁目から3丁目、根戸新田、我孫子新田、本町1丁目から3丁目、寿1丁目・2丁目、緑1丁目・2丁目、

並木5丁目から9丁目、我孫子1丁目から4丁目、栄、若松、我孫子（※）

天王台 泉、天王台１丁目から５丁目、柴崎（※）

我孫子・柴崎は国道６号より

北側が奇数月の地域、

南側が偶数月の地域です。

泉・天王台１丁目から５丁目は奇数月の地域、

天王台６丁目は偶数月の地域です。

赤い線より西側は、

奇数月の地域

赤い線より東側は、

偶数月の地域

2か月に1回になるのは、いつから？
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※下水道を使用している方は、下水道使用料を合わせた金額を請求します。

　  下水道使用料も基本料金、従量料金の合計金額で、水道料金と同様の計算方法です。

　単価は左記の通り。

一般的な家庭で使用されているメータの口径（20㎜）

15㎥（1か月分）の水を使ったときは…

基本料金： 1,529円（20㎜）

従量料金： 33.0円×10㎥＋203.5円×5㎥＝1,347円

1か月分の合計　2,876円
（1円未満切り捨て）

一般的な家庭で使用されているメータの口径（20㎜）

31㎥（2か月分）の水を使ったときは…31㎥を2等分して、

15㎥（1か月目）、16㎥（2か月目）として計算します。

（1㎥未満の端数が生じた場合は後ろの月に加えます。）

【1か月目】 基本料金：1,529円（20㎜）

 従量料金： 33.0円×10㎥＋203.5円×5㎥＝1,347円　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1か月目は、2,876円（A）

【2か月目】 基本料金：1,529円（20㎜）　　　　　　　　　　　

 従量料金： 33.0円×10㎥＋203.5円×6㎥＝1,551円　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2か月目は、3,080円（B）　

2か月分の合計（A）+（B）　5,956円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（A・B　1円未満切り捨て）

2か月に1回、使用した水の量を確認（検針）するので、

2か月分の水量を2等分して、1か月分の水道料金を計算し、それぞれを合計します。

漏水発見が遅れる可能性があります。

これまでと同じ水の量を使用している

場合は、2か月分まとめて請求がくる

と考えていればいいね。

これまで これから
【毎月検針（1か月分）の場合】 【2か月に1回の検針（2か月分）の場合】

水道料金 ＝  　基本料金【定額】　 ＋　従量料金【使った分】
メータの口径によって決まり、1か月あたり定額です。 使った水の量に応じて請求します。

基本料金（1か月あたり）税込

口径 水道料金 下水道使用料

13mm 1,287円 

1,089円 

20mm 1,529円 

25mm 2,200円 

30mm 2,640円 

40mm 3,520円 

50mm 4,400円 

75mm 6,600円 

100mm 8,800円 

150mm 13,200円 

200mm 17,600円 

従量料金（1㎥あたり）税込

使用水量 水道料金 下水道使用料

1～10㎥ 33.0円 7.7円

11～20㎥ 203.5円 145.2円

21～30㎥ 261.8円 152.9円

31～40㎥ 328.9円 177.1円

41～50㎥ 400.4円 224.4円

51～100㎥ 479.6円 304.7円

101～1000㎥ 479.6円 418.0円

1001㎥以上 445.5円 418.0円

　検針のときにお届けしている【使用

水量のお知らせ】の 「口径」「使用水量」

「下水道使用量」をご確認ください。

どれくらい水を使用しているのか

確認したいときは…
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水水道道メメーータタ

止水栓

外水栓

洗濯機

トイレ

お風呂

おお客客様様管管理理おお客客様様管管理理 水道局管理水道局管理 宅宅内内

切り取って冷蔵庫など見えるところに貼っておきましょう

宅内で漏水が発生すると

水道メータは、漏水した水も計測するため、

水道料金に加算されてしまう恐れがあります。

NO

漏水の確認方法
自宅の全ての水道の蛇口を閉めます。

（トイレ・お風呂・洗濯機・蛇口・外水栓など）

水道メータのパイロットが回っている

漏水の疑いあり

YES

指定給水装置工事事業者へ

修理の依頼をしてください

※  漏水の修理は必ず指定給水装置工事事業者へ 

依頼してください。詳しくは裏面へ

漏水の疑いなし
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料金の計算方法は？

　検針時に漏水の恐れがある場合には、検針員から使用者に連絡をしています。検針が2か月に1回となるため、

漏水の発見が遅れる可能性があります。漏水の発見にご協力いただくようお願いいたします。

注意事項は？

 

令和8年10月7日

令和8年8月8日～令和8年10月7日

31

31

20
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検針日は変更になる？

漏水の可能性がある場合、修繕を依頼しましょう。 我孫子市指定給水装置工事事業者一覧（我孫子市内）
必ず水道局の指定を受けている指定給水装置工事事業者にお問い合わせください。　

指定給水装置工事事業者は、水道水の安全性を確保するため、基準を熟知し、工事を適正に行える技術を持つ業者として水道局が指定します。令和8年4月現在

指定工事事業者名 住所 電話 指定工事事業者名 住所 電話

㈱CRAFT 根戸1741番地の7 04-7113-0031 カオル設備 中峠台20番地の5 04-7188-3947

㈲我孫子設備 本町3丁目5番2号 04-7182-8111 ㈲秀和設備 中峠台27番地の23 04-7149-4040

渋谷産業㈱ 本町3丁目5番25号 04-7184-7771 ㈱NJU 中峠1563番地の67 04-7188-1310

㈲渋谷総合設備 我孫子1丁目14番6号 04-7184-3330 ㈱スズマサ 日秀3番地の3 04-7196-7093

㈲渡辺住設 並木9丁目7番3号 04-7182-8433 染谷建築設備 古戸577番地の1 04-7188-2069

近代エンジニアリング㈱千葉支店
天王台1丁目1番25号
天王台スカイプラザ301号

04-7157-0318 三津和工業㈱ 新木1966番地の21 04-7199-2781

㈱我孫子水道メンテナンス 天王台6丁目5番15号 04-7182-5995 テクニカルワーク㈱ 新木3055番地の1 04-7157-3169

マルゼン工業 柴崎台2丁目13番22号 04-7182-9566 ㈱アイユー 新木野4丁目3番20号 04-7187-6997

㈱川上興業 南青山22番地の38 04-7197-7974 丹羽工業㈱ 布佐845番地の1 04-7188-7271

㈲光設備工業 湖北台5丁目4番21号 04-7188-0285 ㈲成島設備 布佐2263番地の5 04-7189-1211

㈱東進ビルシステム 湖北台10丁目6番7号 04-7188-1511 ㈱ライフィット 布佐3398番地 04-7189-2921

現在、月の6日から12日に検針をしていますが、令和8年9月以降、月の6日から9日の検針に変更します。  
     
特に、月の9日（一部）から12日に検針を行っている方は、検針日が変更になりますので下の表をご確認ください。

現在の検針日を【使用水量のお知らせ】で確認し、下の表の「【変更後】令和8年9月以降の検針日」をご確認ください。   

現在の検針日 6日 7日 8日 9日（※） 10日 11日 12日

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

【変更後】
令和8年9月以降の

検針日
奇数月の6日 奇数月の7日 奇数月の8日

奇数月の9日
あるいは
偶数月の6日

偶数月の7日 偶数月の8日 偶数月の9日

検針日をご確認ください。
この例の場合、毎月「7日」に
検針を実施しています。

検針に立ち会いは不要ですが、

検針時に車などを移動していた

だいている方は、日程に変更があ

る可能性がありますので、ご留意

ください。

令和8年4月1日からスマートフォン収納の種類が増えました！

⃝d払い　⃝楽天ペイ　⃝AEONPay　⃝auPAY 　を追加しました。

スマートフォン収納が増えて、より便利に

水道メータの流入側から流れ込んだ

水は、羽根車を通り、水車のように

羽根車を回転させます。

水道メータは、羽根車の回転した数を

水の量に変換することで計測します。

※パイロットが回っているのは、羽根車が

　回っていること（水が流れていること）

　を意味します。

水道メータ

パイロット

流入

羽根車 回転

流出

水道メータはどうやって水の量を計測しているの？

令和8年10月7日

令和8年8月8日～令和8年10月7日

31

31

20

・水道の開始・中止・料金 ▶☎04-7184-0116

・給水装置工事の受付・相談 ▶☎04-7184-0162

水のにごり・臭い・水質 ▶☎04-7199-3800

道路上の漏水通報・本管工事 ▶☎04-7184-0257

浄水場・取受配水計画 ▶☎04-7184-0267

上記以外のお問い合わせ ▶☎04-7184-0114

お
問
い
合
わ
せ

お客様センター

○天候不順等により毎月の検針日と異なる日に検針を行っている場合があります。

（※）現在の検針日が9日の方のうち、

【天王台1丁目から5丁目】 は「奇数月の9日」に、【我孫子（現在検針日が9日の方）、柴崎（現在検針日が9日の方）、柴崎台1丁目から5丁目、青山台1丁目

から4丁目、南青山、青山】は、「偶数月の6日」に変更します。
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6月1日〜6月7日までの1週間は第68回水道週間です〜水は限りある資源です。大切に使いましょう〜


